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吹田市環境まちづくり影響評価条例施行規則現行・改正案対照表 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（提案書等の提出） 

第３条 

２ 

３ 提案書等の提出部数は、３０部とする。 

 

（提案書等の提出期限） 

第４条 条例第７条第２項の規則で定める期限は、別表の中欄に掲げる事業の種類に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める日とする。ただし、当該事業が都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）の規定により都市計画に定められるものである場合にあ

っては、同法第１７条第１項（同法第２１条第２項において準用する場合を含

む。）の規定による公告の日の前日とする。 

 

 

（提案書等の提出） 

第３条 

２ 

３ 提案書等の提出部数は、１１０部とする。ただし、市長がその部数の提出の必要

がないと認めるときは、提出部数を減ずることができる。 

（提案書等の提出期限） 

第４条 条例第７条第２項の規則で定める期限は、次の各号に掲げる事業の区分に応

じ当該各号に定める日とする。ただし、当該事業が都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）の規定により都市計画に定められるものである場合にあっては、同法第

１７条第１項（同法第２１条第２項において準用する場合を含む。）の規定による

公告の日の前日とする。 

⑴ 開発行為 次に掲げる日のうち最も早い日の前日 

ア 吹田市開発事業の手続等に関する条例（平成１６年吹田市条例第１３号）第

１９条第１項の大規模事前協議承認申請書又は同条第３項の中規模等事前協議

承認申請書の提出の日 

イ 都市計画法第３４条の２第１項の協議の申出の日 

ウ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第４条第１項、第１４条第１

項若しくは第３項又は第５１条の２第１項の認可の申請の日 

エ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第７条の９第１項の認可の申請の

日 

オ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和

５０年法律第６７号）第３３条第１項又は第３７条第１項の認可の申請の日 

カ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第 

４９号）第１２２条第１項の認可の申請の日 

⑵ 住宅団地、商業施設、運動・レジャー施設又は工場若しくは事業場の建設 前 

－－－－－－－－略－－－－－－－－ －－－－－－－－略－－－－－－－－ 
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    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

 

 

 号ア若しくはイに掲げる日又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８

条第２項の通知の日のうち最も早い日の前日 

⑶ 廃棄物処理施設の設置 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号）第８条第１項、第９条第１項、第１５条第１項若しくは第１５条の

２の６第１項の許可の申請又は同法第９条の３第１項若しくは第８項の規定によ

る届出の日の前日 

⑷ 終末処理場の建設 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項（同条

第６項において準用する場合を含む。）又は第２５条の２３第１項（同条第７項

において準用する場合を含む。）の事業計画の策定の日の前日 

⑸ 道路の建設 次に掲げる日のうち最も早い日の前日 

ア 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定による道路の区

域の決定又は変更の日 

イ 道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７号）第３条第１項若しくは第１０

条第１項の許可の申請又は同法第１８条第１項の条例の制定の日 

ウ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条第１項若しくは第４３条第

１項の許可、同法第１５条第１項（同法第４３条第５項において準用する場合

を含む。）、第５０条第１項（同法第７５条第３項において準用する場合を含

む。）、第５４条第１項（同法第６７条及び第７５条第３項において準用する

場合を含む。）若しくは第６６条第１項の認可又は同法第４７条第１項の免許

の申請の日 

⑹ 鉄道又は軌道の建設 次に掲げる日のうちいずれか早い日の前日 

ア 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第８条第１項又は第１２条第１項の

認可の申請の日 

イ 軌道法（大正１０年法律第７６号）第５条第１項の認可の申請の日 

⑺ その他の事業 市長が定める日 
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    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（提案書意見交換会の周知の方法） 

第６条 条例第８条第２項の規定による提案書意見交換会の開催の周知は、次に掲げ

る方法のいずれかによるものとする。 

⑴  

⑵ 

⑶ 日刊新聞紙への掲載 

⑷ その他市長が適当と認める方法 

（提案書意見交換会の内容の報告書の提出） 

第７条 条例第８条第５項の報告書の提出は、提案書意見交換会内容報告書により行

わなければならない。 

（提案書意見書の提出） 

第８条 条例第９条第１項の提案書意見書の提出は、提案書についての意見書により

行うものとする。 

（審査書の送付の期間） 

第９条        －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（評価書案の提出） 

第１０条 

２ 

３ 評価書案等の提出部数は、３０部とする。 

 

（評価書案意見交換会の運営等） 

第１１条 条例第１３条第１項の評価書案意見交換会の運営等については、第５条か

ら第７条までの規定を準用する。 

（評価書案意見書の提出） 

第１２条 条例第１４条第１項の評価書案意見書の提出は、評価書案についての意見

書により行うものとする。 

 

 

 

（提案書意見交換会の周知の方法） 

第６条 条例第８条第２項の規定による提案書意見交換会の開催の周知は、次に掲げ

る方法のうち市長が指定するものによるものとする。 

⑴  

⑵ 

⑶ その他市長が適当と認める方法 

 

 

 

 

 

 

 

（審査書の送付の期間） 

第７条        －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（評価書案の提出） 

第８条 

２ 

３ 評価書案等の提出部数は、１１０部とする。ただし、市長がその部数の提出の必

要がないと認めるときは、提出部数を減ずることができる。 

（評価書案意見交換会の運営等） 

第９条 条例第１３条第１項の評価書案意見交換会の運営等については、第５条及び

第６条の規定を準用する。 

 

 

－－－－－－－－略－－－－－－－－ －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

－－－－－－－－略－－－－－－－－ －－－－－－－－略－－－－－－－－ 
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現            行 改     正     案 

 

（事業者見解書の提出） 

第１３条 

２ 

３ 事業者見解書の提出部数は、３０部とする。 

 

（市長意見書の送付の期間） 

第１４条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（評価書等の提出） 

第１５条 条例第１７条第１項の評価書には、次に掲げる事項を記載しなければなら

ない。 

⑴ 第１０条第１項各号に掲げる事項 

⑵ 第１３条第１項第５号から第７号までに掲げる事項 

⑶  

２ 

３ 評価書等の提出部数は、３０部とする。 

 

（事後調査計画書の提出） 

第１６条 

２ 

 

 

（工事着手の届出） 

第１７条 条例第１９条第２項の規定による工事着手の届出は、工事着手届出書によ

り行わなければならない。 

（事後調査報告書の提出） 

第１８条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

 

（事業者見解書の提出） 

第１０条 

２ 

３ 事業者見解書の提出部数は、１１０部とする。ただし、市長がその部数の提出の

必要がないと認めるときは、提出部数を減ずることができる。 

（市長意見書の送付の期間） 

第１１条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（評価書等の提出） 

第１２条 条例第１７条第１項の評価書には、次に掲げる事項を記載しなければなら

ない。 

⑴ 第８条第１項各号に掲げる事項 

⑵ 第１０条第１項第５号から第７号までに掲げる事項 

⑶  

２ 

３ 評価書等の提出部数は、１１０部とする。ただし、市長がその部数の提出の必要

がないと認めるときは、提出部数を減ずることができる。 

（事後調査計画書の提出） 

第１３条 

２ 

３ 事後調査計画書の提出部数は、１１０部とする。ただし、市長がその部数の提出

の必要がないと認めるときは、提出部数を減ずることができる。 

 

 

 

（事後調査報告書の提出） 

第１４条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

－－－－－－－－略－－－－－－－－ －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

－－－－－－－－略－－－－－－－－ －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

－－－－－－－－略－－－－－－－－ －－－－－－－－略－－－－－－－－ 



( 5 ) 
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現            行 改     正     案 

 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

３ 事後調査報告書の提出部数は、３０部とする。 

 

（工事完了の届出） 

第１９条 条例第２２条の規定による工事完了の届出は、工事完了届出書により行わ

なければならない。 

（質問書の提出） 

第２０条 条例第２３条第１項の質問書の提出は、事業者に対する質問書により行う

ものとする。 

（事業者回答書の提出） 

第２１条 条例第２３条第２項の事業者回答書の提出は、質問書に対する事業者回答

書により行わなければならない。 

２ 事業者は、事業者回答書を提出するときは、記載された内容を記録した電磁的記

録を添付しなければならない。 

（変更の届出） 

第２２条 条例第２４条第１項の規定による変更の届出は、対象事業の変更の届出書

により行わなければならない。 

２ 事業者は対象事業の変更の届出書を提出するときは、記載された内容を記録した

電磁的記録を添付しなければならない。 

（法律等） 

第２３条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（法律等に規定する書類） 

第２４条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（市民の意見書の提出） 

第２５条 条例第３１条の市民の意見書の提出は、法律等に規定する書類についての

意見書により行うものとする。 

 

 

 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

３ 事後調査報告書の提出部数は、１１０部とする。ただし、市長がその部数の提出

の必要がないと認めるときは、提出部数を減ずることができる。 

 

 

 

 

 

 

（事業者回答書の電磁的記録の添付） 

第１５条 事業者は、条例第２３条第２項の事業者回答書を提出するときは、記載さ

れた内容を記録した電磁的記録を添付しなければならない。 

 

 

（対象事業の変更に係る電磁的記録の提出） 

第１６条 事業者は、条例第２４条第１項の規定による対象事業の変更の届出をする

ときは、変更する対象事業の内容等を記録した電磁的記録を提出しなければならな

い。 

 

（法律等） 

第１７条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（法律等に規定する書類） 

第１８条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 
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現            行 改     正     案 

 

（審査会の臨時委員） 

第２６条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の会長及び副会長） 

第２７条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の会議） 

第２８条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の部会） 

第２９条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の意見の聴取等） 

第３０条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の運営に関する事項） 

第３１条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の庶務） 

第３２条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（立入調査員証） 

第３３条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（提出書等の様式） 

第３４条 この規則に規定する提出書、意見書、質問書、回答書等の様式は、環境部

長が定める。 

（資料の提出） 

第３５条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（書類の追加提出） 

第３６条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（委任） 

第３７条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

 

 

（審査会の臨時委員） 

第１９条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の会長及び副会長） 

第２０条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の会議） 

第２１条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の部会） 

第２２条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の意見の聴取等） 

第２３条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の運営に関する事項） 

第２４条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（審査会の庶務） 

第２５条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（立入調査員証） 

第２６条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（提出書等の様式） 

第２７条 条例及びこの規則に規定する提出書等の様式は、環境部長が定める。 

 

（資料の提出） 

第２８条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（書類の追加提出） 

第２９条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（委任） 

第３０条       －－－－－－－－略－－－－－－－－ 
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現            行 改     正     案 

 

別表 

 事業の種類 提案書等の提出期限 

１ 開発行為 次に掲げる日のうち最も早い日の前日 

⑴ 吹田市開発事業の手続等に関する条例

（平成１６年吹田市条例第１３号）第 

１９条第１項の大規模開発事業事前協議

承認申請書又は同条第２項の中規模等開

発事業事前協議承認申請書の提出の日 

⑵ 都市計画法第３４条の２第１項の協議

の申出の日 

⑶ 土地区画整理法（昭和２９年法律第 

１１９号）第４条第１項、第１４条第１

項若しくは第３項又は第５１条の２第１

項の認可の申請の日 

⑷ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８

号）第７条の９第１項の認可の申請の日 

⑸ 大都市地域における住宅及び住宅地の

供給の促進に関する特別措置法（昭和 

５０年法律第６７号）第３３条第１項又

は第３７条第１項の認可の申請の日 

⑹ 密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律（平成９年法律第４９

号）第１２２条第１項の認可の申請の日 

２ 住宅団地の建設 次に掲げる日のうち最も早い日の前日 

⑴ 吹田市開発事業の手続等に関する条例

第１９条第１項の大規模開発事業事前協 
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   議承認申請書又は同条第２項の中規模等

開発事業事前協議承認申請書の提出の日 

⑵ 都市計画法第３４条の２第１項の協議

の申出の日 

⑶ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第１８条第２項の通知の日 

３ 商業施設の建設 次に掲げる日のうち最も早い日の前日 

⑴ 吹田市開発事業の手続等に関する条例

第１９条第１項の大規模開発事業事前協

議承認申請書又は同条第２項の中規模等

開発事業事前協議承認申請書の提出の日 

⑵ 都市計画法第３４条の２第１項の協議

の申出の日 

⑶ 建築基準法第１８条第２項の通知の日 

４ 運動・レジャー施設の建設 次に掲げる日のうち最も早い日の前日 

⑴ 吹田市開発事業の手続等に関する条例

第１９条第１項の大規模開発事業事前協

議承認申請書又は同条第２項の中規模等

開発事業事前協議承認申請書の提出の日 

⑵ 都市計画法第３４条の２第１項の協議

の申出の日 

⑶ 建築基準法第１８条第２項の通知の日 

５ 廃棄物処理施設の設置 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号）第８条第１項、第

９条第１項、第１５条第１項若しくは第 

１５条の２の６第１項の許可の申請又は同 

 

 

 

 

 

 

 



( 9 ) 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

  法第９条の３第１項若しくは第８項の規定

による届出の日の前日 

６ 終末処理場の建設 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４

条第１項（同条第６項において準用する場

合を含む。）又は第２５条の１１第１項

（同条第７項において準用する場合を含

む。）の事業計画の策定の日の前日 

７ 工場又は事業場の建設 次に掲げる日のうち最も早い日の前日 

⑴ 吹田市開発事業の手続等に関する条例

第１９条第１項の大規模開発事業事前協

議承認申請書又は同条第２項の中規模等

開発事業事前協議承認申請書の提出の日 

⑵ 都市計画法第３４条の２第１項の協議

の申出の日 

⑶ 建築基準法第１８条第２項の通知の日 

８ 道路の建設 次に掲げる日のうち最も早い日の前日 

⑴ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１８条第１項の規定による道路の区域

の決定又は変更の日 

⑵ 道路整備特別措置法（昭和３１年法律

第７号）第３条第１項若しくは第１０条

第１項の許可の申請又は同法第１８条第

１項の条例の制定の日 

⑶ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号）第４条第１項若しくは第４３条第１

項の許可、同法第１５条第１項（同法第 

 

 

 

 

 

 



( 10 ) 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

   ４３条第５項において準用する場合を含

む。）、第５０条第１項（同法第７５条

第３項において準用する場合を含

む。）、第５４条第１項（同法第６７条

及び第７５条第３項において準用する場

合を含む。）若しくは第６６条第１項の

認可又は同法第４７条第１項の免許の申

請の日 

９ 鉄道又は軌道の建設 次に掲げる日のうちいずれか早い日の前日 

⑴ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２

号）第８条第１項又は第１２条第１項の

認可の申請の日 

⑵ 軌道法（大正１０年法律第７６号）第

５条第１項の認可の申請の日 

10 その他の事業 市長が定める日 

                                      

 

 

 

 


